
 

施設の再開についてのお知らせ 

新門司スポーツ施設 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、4月 9日から休館させていただいておりました球技

場・運動場・庭球場の 3施設を 5月 18日から再開いたします。 

感染の拡大がまだ予断を許さない中での本施設の再開については、「コロナウイルス感染者数が

抑えられているため、市民の心身の健康を支える観点から、一部スポーツ施設を再開する」との

北九州市の判断によるものです。 

 利用者の皆様には休館中大変ご迷惑をおかけしましたが、再開後につきましても感染拡大防止

のために、使用制限、利用者へのお願い、施設管理者の行う対策等々につきまして、不自由をお

かけいたしますが何卒ご理解の上ご協力をお願いいたします 

5月 18日（月）より球技場・庭球場・運動場の 3施設を再開 

・近隣市町村の施設が開館するまで、市民以外の利用は自粛をお願いする。 

  ・屋内施設[体育館（17）、屋内プール（5）、柔剣道場（8）の 30施設）の再開については、 

「福岡県の休業要請対象施設から外れた場合に再開」とされています 

【参考】福岡県の対応 

 5/14に対応を発表後、順次屋外施設を開館予定 

   5/31に緊急事態宣言が解除された場合、順次屋内施設を開館予定 

  

 当面の間は下記の通り、使用制限を行い、皆様のご協力を得て感染防止拡大に努めます。 

  ◇使用制限 

  ・更衣室の利用を制限させていただきます。（緊急事態宣言下では利用禁止といたします） 

 ・市外利用者の利用は自粛ください。（福岡県の他地域が開館するまでとします。） 

  ・混雑時の人数制限をさせていただきます。 

  ・大会、試合の利用は制限させていただきます。（緊急事態宣言下では利用禁止とします。） 

  ・観覧席の利用も禁止といたします。（協力要請が解除されるまで） 

◇利用者へのお願いすること 

・ソーシャルディスタンスを確保いただいてご利用ください。 

・受付時に利用者名簿の記載、健康状態の申告をお願いいたします。 

  ・自宅等での着替えをお願いいたします。 

  ・至近距離での大きな発声や接触を抑えた活動をお願いします。 

  ・利用後の速やかな退館をお願いします。 

◇指定管理者の行う対策 

・施設の入口に消毒用アルコールを設置します。 

・発券機、ドアノブ、用具等、多くの人がふれる場所は、こまめな消毒を行います。 

  ・屋内の窓やドアは支障がない限り常時開放します。 

・更衣室の定期的な換気や混雑緩和対策。（緊急事態宣下では利用禁止） 

 （施設職員の感染防止対策） 

・ビニールシートの設置による窓口での飛沫感染の防止及び職員はマスクを着用します。 


